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大阪市民病院機構 
 



 
   障害のある方が職場に適応できるように専門のスタッフがサポートします 

ジョブコーチ支援とは、ジョブコーチが事業
所に訪問し、障害のある方や事業主の方
に対して、職場適応や雇用管理に関する
支援を、直接的にリアルタイムに行います。 
 
事業主の方に対して、障害特性に応じた
雇用管理方法、ノウハウをお伝えし、ジョ
ブコーチの支援が終了した後に事業所内
で、効果的な雇用管理、作業指導ができ
るようになることを目指します。 

そうか！ 

ジョブコーチ 
会社だけで
悩まなくてい
いのか！ 

事業主の方 障害のある方 

このようなことでお困りではありませんか 

ジョブコーチ支援事業とは 

＊ はじめての障害者雇用だが、う  
  まくやっていけるだろうか？ 
＊ 合理的な配慮が必要と言われ 
  るが、具体的にどうすればよい  
  のだろう？ 
＊ すでに雇用している障害者の   
  適応状況があまりよくなく、対応 
  を悩んでいる。 
＊ 障害者が不安を感じたときや、  
  体調に変化があったときには、  
  どうすればよいのか？ 

＊ ご本人の障害特性や疾病特性、雇用管理上の
配慮事項等についての伝え方、職場の方への相談
の仕方について、一緒に考えます。 
 
＊ ご本人と職場の方が、お互い言いづらいことを、
初めはジョブコーチが仲介しながら、将来的には直
接コミュニケーションが取れるよう、お手伝いします。 
 
＊ オーバーペースを防ぎ、疲労がたまりすぎない
ように業務内容や勤務時間を調整します。 
＊ 効率的な作業方法や職場のルールやマナー等
についてアドバイスや支援をします。 
 
＊ 面談を通じて、不安に思っていることや困ってい
ることをお伺いし、状況を整理したり、対処方法や解
決策を一緒に考えます。 

＊ その方の障害特性や疾病特性及び雇用管理上 
  の配慮事項について分かりやすくお伝えします。 
 
＊ 障害(疾病）特性を考慮した配置や職務内容、職 
  場環境の調整及び改善について、現場に訪問し  
  て具体的に提案します。  
 
＊ 職場で対応可能な効果的な雇用管理及び指導  
  方法等について、実際の場面を捉え助言・相談し 
  ます。 
 
＊ 休憩時間等における接し方、コミュニケーション 
  の取り方、健康管理等に関するフォローの仕方 
  等についても必要に応じて助言します。 

事業主 
の方 

障害の
ある方 

＊ 自分の障害や病気のこと、 
  配慮してほしいことをうまく伝 
  えられるか不安。 
＊ 体調に気を配りながら、無 
  理なく仕事が続けていけるか 
  不安。 
＊ 職場の人にうまく話しかけら   
  れるか心配。タイミングを間違  
  えたり、変に誤解されたらどう  
  しよう。 
＊ 新しい環境に馴染めるか不  
  安。仕事がうまく覚えられるか  
  自信がない。 
＊ 何かあったら気軽に相談で 
  きるかな。 
＊ 信頼関係のある上司が異動 
  になったので不安がある。 

ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
支
援
で
は 
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◆個別に必要な支援を行います 
   標準的な支援期間は２～３ヶ月ですが、ニーズに応じて個別に設定しています。支援の状況を見ながら、  
  支援頻度は段階的に見直していきます。雇用の前後のいずれのタイミングでも支援できます。 

支援全体の流れ・イメージ 

支援形態 

課題発生 

ジョブコーチ支援 職場実習開始 採用 

定着 
① 雇用前の職場実習からスタートする場合 

採用 

定着 

ジョブコーチ支援 
フォローアップ 

ジョブコーチ支援 フォローアップ 

② 採用／雇用と同時にスタートする場合 

③ 採用／雇用後にスタートする場合 

採用 

定着 

フォローアップ 

ジョブコーチ支援開始に向けてのコーディネート 

（ご本人の方） 

 ○支援の流れの説明。当センターでご本人と担当者の顔合わせ、ご本人の障害状況や課題の
整理、希望する支援内容などについて相談。効果的な支援方法を協議。 
(事業主の方) 

 ○実際に事業所に訪問し、事業の説明の他、配置部署、職務内容、指導体制などの確認。雇
用後の場合はご本人の適応状況の確認なども行います。これらを踏まえ想定される支援課題、
効果的な支援方法について協議。 
 ○必要に応じて従業員向けの研修、職務設計にかかる相談／調整を行う。   

支援プラン（ジョブコーチ支援計画書）の説明⇒同意 

集中支援期  『ご本人に対して課題改善に向け集中的に支援をします』 

○ジョブコーチ支援計画に基づき事業所への訪問を基本とした支援を行います。 
○事業主の方に対して雇用管理の方法や効果的な指導方法の理解促進にかかる助言を行います。 

移行支援期  『支援の主体をジョブコーチ⇒事業主に移行します』 

○集中支援期の課題改善の状況、新たな課題の確認。目標に達成していない課題などについて
支援をします。 

○段階的に支援の主体をジョブコーチから事業主の方にシフトできるように雇用管理のノウハウを
お伝えします。 

                         フォローアップ 
○支援終了後も必要に応じて職場訪問を行い、状況の変化の有無の確認など、経過を見守る
フォローを行います。 

ジョブコーチ支援終了にかかる総括・ 
フォローアップ計画の説明⇒同意 

１
週
間
～
１
０
日
間

 

２
ヶ
月
～
４
ヶ
月

 



                      ＜障害のある方に対する支援＞ 

・実習初日は、ご本人の不安や緊張を和らげるため、ジョブコーチが始業からほぼ終日職場に訪
問。第１週、第２週目は週３日訪問し、第３週目から週２回訪問。 

・休憩時間などを利用してご本人と面談を行い、現在体調や困っていること、不安に感じていること
などについて、相談を実施。またご本人が相談しやすくするため、指導管理担当者の方との関係
ができるまで支援者が二者の橋渡しを実施。 

・自信がないことやがんばりすぎる面については、ご本人、ジョブコーチ、会社のご担当者様の面
談を定期的にもち、会社の要求水準及び達成状況を確認できる機会を設定したり、会社の評価の
捉え方に関する相談を行った。作業ではオーバーペースにならないように、業務量の調節、休憩の
取り方などについて助言。 

 

＜関係機関との連携＞ 

・支援開始前に、受診同行し、
具体的な症状や、就業上の留
意事項等に関して専門的な助
言を得て、ジョブコーチ支援計
画を作成。 

・支援スタート後も、支援の進
捗状況を医療機関と共有。 

・ストレスが生じて調子が悪い
ときや、体調が不安定のとき
などは、主治医の助言のもと
適宜相談。 

 

＜事業主の方に対する支援＞ 

・目標設定の仕方、評価及び
フィードバックの仕方に関する
助言などを実施。ご本人の特
徴に合わせたフォローの仕方
も併せて助言。 

・業務範囲や仕事の与え方、
指摘の仕方について、指導担
当の方と一緒に相談。 

・健康管理にかかる面談の持
ち方やポイントについて助言。
最初は同席し必要な助言を
行った。 

Ｃａｓｅ① 精神疾患のある方 
就職に向けての職場実習が決まり、ジョブコーチ支援を利用 
 

初期場面は緊張が強く、体調管理やストレス対処に不安がある方。周囲の評価を気にする、
ペース配分が苦手などの特性を有する方。 
事業主の方は精神障害のある方の雇用経験がなく、受け入れに不安を感じておられたため、
疾病特性や雇用管理上のポイントについて従業員の方に対して研修を実施。 
職場実習開始と同じタイミングで、ジョブコーチ支援をスタート。 

～具体的なサポート例～ 

ご本人からの感想 
・慣れない職場で不安だったが、最初のうち、
支援者がいてくれて心強かった。担当者との相
談も徐々にスムーズにできるようになった。 
 
・定期的な面談では、気になっていることなど
いろいろ話を聞いてもらって助かった。 
 
・会社と面談するようになって、指導に対する
考えや、自分の評価がわかり安心した。面談で
緊張してうまく言えない気持ちも日報のおかげ
で、少し伝えられてよかった。 

事業主の方からの感想 
・最初は、ミスに対して普通に指摘してよいのか、
一定水準以上の作業を求めてよいのか、達成でき
るように指導してもよいのか、分からなかったが、
目標設定の仕方や仕事の与え方などについて相談
にのってもらい助かった。 
・健康管理面のケアは、正直専門家ではないので
よく分からないが、ストレス場面や、その際のご
本人の変化（サイン）など、押さえどころを把握
できた。        
・面談の仕方も支援者が行う様子が見られたので
イメージできてよかった。 

http://working-illustration.com/01-free/007-running.html
http://working-illustration.com/09-business/173-barker.html


お問い合わせ 

大阪障害者職業センター 
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-11 
 クラボウアネックスビル4F 
TEL 06-6261-7005 
FAX 06-6261-7066  
E-mail osaka-ctr@jeed.or.jp 
    (平日am8:45～pm5:00) 
 

交通のご案内  
・中央線、堺筋線堺筋本町駅 11号出口 徒歩1分 
 御堂筋線本町駅 12号出口 徒歩7分 
（船場センタービル5号館前すぐ） 
  

Ｃａｓｅ②発達障害のある方 
雇用後１年経過し、職場適応上の課題が見られるようになった。 
 
事業主の方から、現在雇用している方が「最近持ち場を勝手に離れる」「指導担当者の指示を聞かな
い」等の状況があり困っているとの連絡がある。翌週事業所に訪問。指導担当者の方及びご本人両者か
らヒアリング実施。併せて、ご本人の作業ぶり及び職場環境の確認を数日訪問により実施。その結果、
ご本人の課題の他、1日の流れや作業量の目安が不明確であるなどの、環境面の課題が見られた。ご本人
への支援と併せて、業務量の見通しを示すなど「環境調整」にかかるご協力を得ながら、ジョブコーチ
支援を行うことに合意しスタート。 

ご本人からの感想 
・以前はどうして叱責や注意を受
けるのか、わからなかった。最近
は、相談で支援者が解説してくれ
るので、少し分かるようになった。 
 
・集中できないとき、何をすれば
よいか分からないときは、以前と
比べて減ったような気がする。 
 
・自分が働き続けるために、守る
べきルールや改善すべき事柄が
段々分かるようになった。 

事業主の方からの感想： 
・問題が生じたときは、原因や
対策が分からず困ったが、一緒
に相談にのってもらい助かった。 
 
・現場の指導担当者の困り感や
負担感についても、相談しても
らえてよかった。 
 
・職場でできるレベルの現実的
な対策を助言してもらえた。 

＜事業主の方に対する支援＞ 

・１日の目標数や、午前／午後に行う作業量を定
め、見通しが持てる職場環境について助言。 
 

・担当者の方からの指示がなくても、ご自身で次
の作業を確認できるスケジュールボードを作成。
ボードに記載することで、担当者の方・ご本人両
者のコミュニケーションの負担を軽減。 

＜障害のある方に対する支援＞ 
 
・集中力の維持が難しいこと、作業の「終わり」が
分からないことに関して相談。 
・指導の背景には、「しっかり育ってもらいたい」と
いう担当者の気持ちがあることを助言。具体的な
指導内容も取り違いがないように、その意味合い
を解説。相互理解が深まり、担当者の方との関係
を改善。 
・職場のルールを明文化し、実際に守れるように
支援。 
 

＜ご家族との連携＞ 

・入職時と比べて会社の評価が下がり、今後の
見通しについて不安を感じていたため、支援の方
針や進捗状況、会社の評価について、説明しそ
の後も共有を図る。 

・ご本人の様子で変わったことや気づかれたこと
は適宜ご連絡頂くように依頼し、連携した支援を
行う。 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 大阪支部 

大阪障害者職業センター南大阪支所 
〒5９1-8025 堺市北区長曽根町130-23 
 堺商工会議所会館 ５Ｆ 
TEL 072-258-7137 
FAX 072-258-7139  
E-mail minamiosaka-ctr@jeed.or.jp 
     (平日am8:45～pm5:00) 
交通のご案内  
・御堂筋線なかもず駅 2号出口 徒歩5分 
・南海高野線中百舌鳥駅 徒歩5分 
（北出口 バス・タクシーのりば方面） 

http://working-illustration.com/01-free/007-running.html
mailto:osaka-ctr@jeed.or.jp
mailto:osaka-ctr@jeed.or.jp
mailto:osaka-ctr@jeed.or.jp
mailto:minamiosaka-ctr@jeed.or.jp
mailto:minamiosaka-ctr@jeed.or.jp
mailto:minamiosaka-ctr@jeed.or.jp
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障害者雇用率制度の概要 

 

○ 障害者雇用率制度とは 

身体障害者、知的障害者及び精神障害者について、一般労働者と同じ水準に

おいて常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する

割合（障害者雇用率）を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すこと

により、それを保障するものである。 

 

 

○ 一般民間企業における雇用率設定基準 

以下の算定式による割合を基準として設定。 

 

 

 

 

 

※ 短時間労働者は、１人を０．５人としてカウント。 

※ 重度身体障害者、重度知的障害者は１人を２人としてカウント。ただし、短時間の

重度身体障害者、重度知的障害者は１人としてカウント。 

 

 

○ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率 

一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされ

ている。 

 

 

（参考） 平成３０年４月以降の障害者雇用率 

＜民間企業＞ 

一般の民間企業     ＝ 法定雇用率 ２．２％ 

特殊法人等       ＝ 法定雇用率 ２．５％ 

＜国及び地方公共団体＞ 

国、地方公共団体    ＝ 法定雇用率 ２．５％ 

都道府県等の教育委員会 ＝ 法定雇用率 ２．４％ 

別添 4 

障害者雇用率＝ 

身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

常用労働者数－除外率相当労働者数＋ 失業者数 



事業主のみなさまへ 

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の 

理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります

（障害者雇用率制度）。この法定雇用率が、平成30年４月１日から以下のように変わります。 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

平成30年４月１日から 

障害者の法定雇用率が引き上げになります 

事業主区分 
法定雇用率 

現行 平成30年４月１日以降 

民間企業 2.0％ ⇒ 2.２％ 

国、地方公共団体等 2.3％ ⇒ 2.５％ 

都道府県等の教育委員会 2.2％ ⇒ 2.４％ 

   対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。 

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、 

従業員5０人以上から45.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。 

 ◆ 毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。 

 ◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければ

なりません。 

     平成33年４月までには、更に0.1％引き上げとなります。 

留意点 
① 

※ 具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。 
※2.3％となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。 

（障害者雇用率） 

％ 
2.0％ 

2.0 

０ 

平成25年４月 平成30年４月 平成33年４月 

2.2％ 

▶ 従業員45.5人以上50人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。 

▶ 平成30年４月から３年を経過する日より前※に、民間企業の法定雇用率は2.3％になります。  
   （国等の機関も同様に0.1％引上げになります。） 

留意点  
② 

2.3％ 

３年を経過する日より前 

現 行 

また併せて、下記の２点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。 

LL290630雇障01 
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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

Ｑ ＆ Ａ 

Ｑ１． 障害者雇用納付金の取り扱いはどうなるのでしょうか？ 

Ａ１． 新しい法定雇用率で算定していただくことになります。平成31年４月１日から同年

５月15日までの間に申告していただく分から（申告対象期間が、平成30年４月から平

成31年３月までの分から）適用されますので、申告の際はご注意ください。 

Ｑ２． 障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか？ 

Ａ２． 障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度を

ご利用いただけます。サポートを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所

管轄のハローワークにご相談ください。 

Ｑ３． 障害者はどのような仕事に向いているのでしょうか？ 

Ａ３． 「障害者に向いている仕事」「障害者に向いていない仕事」というものはありません。

一人ひとりの障害状況やスキルの習得状況、本人の希望・意欲に応じて、事務、販売、

製造からシステムエンジニアなどの専門職まで、様々な職種で雇用されています。 

  （参考）障害者雇用事例リファレンスサービス  http://www.ref.jeed.or.jp/ 

◆メリット：精神・発達障害についての基礎知識や、一緒に働くために必要な
配慮などを短時間で学ぶことができます。 

 

◆講座時間：90～120分程度（講義75分、質疑応答15～45分程度）を予定 
 

◆受講対象：企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。 
                     

養成講座の概要 
が 始まります！ 

※ 今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。  

※ 受講された方には、「精神・発達障害者しごとサポーターグッズ」を 進呈予定です（数に限りがあります）。 

平成29年秋 

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座 
 

ハローワークから講師が事業所に出向きます。 

詳しくは、都道府県労働局職業安定部職業対策課にお問い合わせください。 

開講のお知らせ 

※｢精神・発達障害者しごとサポーター」は特別な資格制度等ではありません。 
 また、本講座の受講により、職場の中で障害者に対する特別な役割を求めるものでもありません。 

事業所への 
出前講座もあります 

また、精神・発達障害者の雇用でお困りのことがあれば、 

精神保健福祉士や臨床心理士の有資格者などに相談できます。                     
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 ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業 

 

１ 趣 旨 

   母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦（以下「母子家庭の母等」という。）の

自立を図るため、就業機会の確保は重要であるが、母子家庭の母等の就業経験不足、

就業に関する情報の不足、雇用する側の母子家庭の母等への理解不足など母子家庭の

母等を取り巻く雇用環境はきわめて厳しい状況にある。このため、母子家庭の母等に

対し、就業の相談から就業支援講習会の実施、就業情報の提供など一貫した就業支援

サービスの提供等を実施するとともに、生活の安定と児童の福祉を増進するため、養

育費の取り決めなど専門家による相談などを総合的に行う「大阪市ひとり親家庭等就

業・自立支援センター事業」を実施し、母子家庭の母等の就業促進と生活の安定を図

ることを目的とする。 

  ※父子家庭の父も本事業の対象であることが明確となるよう、平成 27年４月に「母

子家庭等就業・自立支援センター事業」から「ひとり親家庭等就業・自立支援センタ

ー事業」に名称変更した。 

 

２ 実施主体 

大阪市、ただし公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会が指定管理者として事

業実施 

 

３ 事業の対象者 

大阪市内に居住する母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦とする。 

 

４ 事業の実施場所 

 母子・父子福祉センター「大阪市立愛光会館」 

     住所：大阪市北区中津１－４－１０ 

     電話：０６－６３７１－７１４６ 

 

５ 事業内容 

（１）就業促進事業 

就業支援員を配置し、地域の企業を訪問し、雇用企業の開拓や母子家庭等の理解を

深める等の情報提供を行う。 

（２）就業相談事業 

就業促進を図るため、専門の就業相談員を配置し、個々の相談に応じ、職業能力の

適正、職業訓練の必要性、就業への意欲、求人情報の提供など、適切なアドバイスや

カウンセリングを実施する。      

（３）就職準備・離転職セミナー事業 

就業経験がない者、経験はあるが専業主婦であった期間が長く就業に不安感をもつ
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者、転職希望はあるが職業と生活の両立に不安を抱いている者などを対象に、就職、

転職に関する基礎知識の習得や不安の解消を図るためのセミナーを開催する。 

（４）就業支援講習会事業及び保育サービス 

母子家庭の母等に能力開発の機会を提供し経済的自立を支援するため、母子・父子

福祉センター「愛光会館」において就業支援講習会（簿記、調理師免許、介護職員初

任者研修、パソコン講習会）を実施し、あわせて講習会受講中のひとり親家庭の子ど

もを預かる保育サービスを実施する。 

（５）就業支援バンク事業 

講習会修了者等の求職活動を支援するため、希望する雇用条件等を登録し、希望に

応じた求人情報を提供するとともに、インターネット等を活用した情報提供、メール

相談、企業等への雇用を促進するための啓発を行う。 

（６）無料での職業紹介 

母子家庭の母等を対象に、無料で職業紹介を行う。この職業紹介を経て、母子家庭

の母等を採用した事業所は、特定求職者雇用開発助成金を受給することができる。 

業務範囲：取扱職種の範囲は、全職種、国内 

（７）特別相談事業 

離婚や配偶者との死別等に際しての養育費の取り決めや遺産相続等の専門的かつ複

雑な母子家庭等が抱える諸問題に対し、弁護士等による特別相談を実施する。 

（８）就業支援関係者等研修事業 

母子家庭の母等からの就業に関する相談に応じる者の資質向上を図るため、研修会

を実施する。 

（９）在宅就業推進事業 

母子家庭の母等の多様な働き方を支援するため、在宅就業に関するセミナーの開催

や、在宅就業者として就業開始間もない時期等に、仕事の受注、検品、納品等に関す

る基本的なノウハウの提供・コーディネイト等を実施する。 

 

６ その他  事業概念図 別添 

 



大阪市ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業概念図（相談から就業までのサービス提供） 
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 ≪母子・父子自立支援員≫ ※ 総合相談、ネットワーク体制の構築 

・ 子育て・生活支援（日常生活支援事業、保育所入所、 

ひとり親住宅、母子生活支援施設入所 等）                        

・ 経済的支援（母子父子寡婦福祉貸付金、児童扶養手当、ひとり

親家庭医療費助成 等） 

・ 養育費の確保支援 

≪ひとり親家庭サポーター≫ 

・ 就業相談（ピアカウンセラー、キャリア・コンサルタント） 

・ 就業情報、能力開発に関する情報提供 
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職業適性相談、職業訓練相談 等 
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就職支援セミナー（再就職の基礎知識 等） 
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・ 就業支援関係者等研修 

・ ひとり親家庭自立支援給付金支給 
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4.人材開発・養成
●人材スキルアップコース事業や人
材キャリアアップコース事業による
職 場 実 習 や 職 場 見 学 など、
C-STEPの人材開発・養成事業の
受入

3.在職者について

●過去3年間で採用した在職者数

一般社団法人おおさか人材雇用開発人権センター
〒540-0028  大阪市中央区常盤町1-3-8　中央大通FNビル14階

TEL（06）6940-6600   FAX（06）6910-6033   URL http://www.c-step.or.jp

CAREER SUPPORT & TALENT ENHANCEMENT PLAZA

一般社団法人
おおさか人材雇用開発人権センター

1. 地域就労支援センター
    からの雇用

●会員や子会社・関連会社において、
　就職困難者等を常用雇用で採用

●会員や子会社・関連会社において、
　支援学校等の生徒を常用雇用で採用

5.会　　員

『C-STEP会員』でビジネスチャンスが拡大
大阪府は、「総合評価入札制度」の評価項目で『C-STEPの会員であること』を評価する方向を新たに打ち出しました。
障がい者雇用に積極的な企業や、一人親家庭の母親等が抱える雇用・就労阻害要因に配慮する企業、人権課題に積極
的に取り組む企業は、ビジネスチャンスが拡大することになります。

独自のC-STEP貢献度評価プログラム
いま、企業の社会的責任（CSR）が問われています。
C-STEP会員は、「雇用・就労」を通じて人権課題に積極的に取り組む社会貢献企業をめざしています。

雇用を通じた人権確立を！

Ｎ

本町
出口

至梅田 至東梅田

至天王寺
中央大通 ハローワーク

大阪東
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大阪府庁
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難波宮跡公園

至森ノ宮

阪
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高
速
環
状
線

大阪市営地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅下車6号出口徒歩1分

　C-STEPは、大阪府や府内市町村が進める地域就労支援事業と緊密に

連携し、会員の協力により多くの就職困難者等の雇用・就労を支援しています。

　また、大阪府域の支援学校等との連携を強め、障がいのある生徒に対す

る職場実習や就労支援に取り組んでいます。

　C-STEPの取組みにご理解・ご賛同いただき、“人権課題の解決、人権尊

重の社会づくり”に向け共に邁進しましょう。

2.大阪府域での支援
　学校等の生徒の雇用

●C-STEPの会員年数や役員・各種
委員への就任、事業等への協力状
況及び事業の推進をはかるため、
国および自治体が行う就労支援に
関わるプロポーザル事業への応募

評価項目の
概　要

C AREER（キャリア）「職を通じての生涯」を
S UPPORT（サポート）「サポート」し
T ALENT（タレント）「人材や適性」を高め
E NHANCEMENT（エンハンスメント）「増進する」
P LAZA（プラザ）「市場・広場」

愛称：C-STEP
（シーステップ）
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Ｃ－ＳＴＥＰ会員は社会貢献（ＣＳＲ）を実践しています。 －『雇用・就労』を通じた人権尊重の社会づくりを掲げ、
　Ｃ－ＳＴＥＰは１千あまりの会員・団体が参画する一般社団法人です－

人権の取組みで企業価値を高める

■従来の企業価値の概念 ■新たな企業価値の概念

社会貢献

●メセナ etc.

不一致

従来は、社会貢献と利益は必ずしも一致せず これからは、社会貢献（社会的責任）に積極的な企業ほど
社会や市場で評価され、利益や企業価値も増大

　企業の社会的責任や法令遵守（コンプライアンス）が厳しく問われる時代です。人権への取組みが、社会や市場から
の支持獲得に繋がり、ビジネスチャンスや利益の拡大、企業価値を高めることになります。
　C-STEPは、独自の「会員貢献度評価制度」を有し、“雇用を通じて人権確立”をめざし一貫して取り組んでいる唯一の
一般社団法人として、会員・団体の皆さんと頑張っています。

企業価値の概念 地域就労支援事業等におけるＣ－ＳＴＥＰの役割

C-STEPの沿革

C-STEPが実施する4本柱の主要事業

C-STEPの地域就労支援事業等における役割
　大阪府と府内市町村は、他の関係機関・団体とも連携・協力して、働く意欲と希望がありながら、様々な阻害要因を抱え
雇用・就労が実現できない方 （々以下「就職困難者等」という）を支援する『地域就労支援事業』に取り組んでいます。
　C-STEPは、大阪府や市町村、会員・団体と連携して、就職困難者等の方々の人材養成やマッチング事業等を実施
し、また大阪府域の支援学校等と連携して、障がいのある生徒への雇用・就労の実現を支援するなど、地域就労支援事
業において重要な役割を担っています。

利益（仕事）

従来の企業価値

社会貢献
（社会的責任）

利益（仕事）

新たな企業価値

●就職困難者等の雇用など人権への配慮
●環境への配慮
●法令遵守 etc.

相乗効果

 C-STEPは、就職困
難者等の雇用・就労の
実現をめざす一般社
団法人として、関係機
関・団体と緊密な連携
を図りながら、様々な
事業を行っています。
　雇用・就労を重要な
人権課題の一つと位
置づけ、C-STEPは会
員の創意とともに、次
のような事業に主に取
り組んでいます。

　人材開発・養成事業は、「人間を主役とした人
材開発」をテーマに、会員・団体や府・市町村、労
働局などと緊密に連携、協働し事業を進めてい
ます。
　また、大阪府域の支援学校等の生徒の就労
支援に積極的に取り組んでいます。

1.人材開発・養成事業

　地域就労支援事業との連携の中で、会員・
団体の求人・仕事情報と、求職登録者との迅速
なマッチングのための様々な事業を進めてい
ます。

2.就職マッチング事業

 C-STEPは、前身の「社団法人同和地区人材雇用開発センター」から、「社団法人おおさか人材雇用開発人権センター」（愛称：C-STEP）に名称や定款
変更をおこない、2002年4月から新たにスタートした公益法人です。C-STEPは、(社)同和地区人材雇用開発センターの歴史や伝統を継承し、就職
困難者等の雇用・就労の実現という「人権課題」の解決に向け新たに挑戦しています。又2013年4月C-STEPは一般社団法人に移行しました。
【C-STEPの略年譜】
◆1981年7月 （社）同和地区人材雇用開発センター設立総会（経済3団体、企業423社、大阪府内全市町村等）
◆2002年2月 臨時総会で名称・定款等変更承認
◆2002年4月 「（社）おおさか人材雇用開発人権センター」（愛称：C-STEP）スタート
◆2003年5月 評価・顕彰システムを導入し、94会員・団体に大阪府知事・大阪市長が感謝状を贈呈
◆2004年5月 第2期（2002年度－2006年度）C-STEP会員貢献度評価制度をスタート
◆2007年5月 第3期（2007年度－2009年度）C-STEP会員貢献度評価制度をスタート
◆2008年１２月 「Ｃ－ＳＴＥＰあり方検討委員会」 報告書でる
◆2009年4月 大阪府域の支援学校等の障がいのある生徒の就労支援スタート
◆2010年4月 第4期（2010年度）C-STEP会員貢献度評価制度をスタート
◆2011年5月 第5期（2011年度）
◆2011年5月 2011年通常総会・設立30周年記念講演開催
◆2012年5月 第6期（2012年度）
◆2013年4月 C-STEPが一般社団法人に移行

　C-STEP新規会員の加入促進、「えせ同和行為
等」を根絶するための情報提供と相談、C-STEP
会員に就職した者の定着支援、大阪市地域就労
支援事業の受託等、あらゆる分野で就労支援に
関わる取り組みを進めています。

4.その他事業

就職困難者等 支援学校等の生徒

　雇用・就労に関する様々な情報の収集と発
信、雇用・就労実態等の把握・分析のための調査
研究、就職困難者の就労支援をはかるため雇
用問題研究会等を実施しています。
　また、求職者・求人側双方に対する情報提供
や調査研究事業を進めています。

3.情報発信・研究開発事業

C-STEPの会員・団体（雇用・就労を実現）

相 談 情 報

情 報

求職
情報

求人
情報

連携・支援運営・支援 人材開発・養成・マッチング
C-STEP 労働局

関係機関

○生活相談
○職業相談・カウンセリング
○職業適性検査
○サポートプランの作成

市町村

地域就労
支援センター

○実習、各講座等申込受付、調整
　・職場実習
　・資格取得講座、スキルアップ講座
○定着支援活動連携、調整、等

教育委員会

支援学校等
担当課

大阪府就労支援
ケース連絡協議会

大阪府
市町村
団体等
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